
 

第５９号議案 

 

公有水面埋立てに関する意見について 

 

次の公有水面埋立てについて、公有水面埋立法第３条第１項の規定により、愛

媛県知事から意見を求められたので、異議のない旨を述べるものとする。 

令和８年６月８日提出 

大洲市長 二 宮 隆 久    

 

 

１ 出願人     愛媛県 

          代表者 愛媛県知事 中村 時広 

２ 埋立位置    大洲市長浜甲１０３０番１５８から甲１０２８番１０を経

て甲１０１５番７６に至る間の地先公有水面 

３ 埋立面積    １，５０１．８８平方メートル 

４ 埋立地の用途  ふ頭用地 

 

（提案理由） 

公有水面埋立てについて愛媛県知事に意見を述べるに当たり、公有水面埋立法

第３条第４項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



 

 


